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（仮称）坂出市学校給食センター整備運営事業 特定事業の選定 

 

坂出市（以下「市」という。）は，「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関す

る法律」（平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。）第 7 条の規定により，「(仮称)坂

出市学校給食センター整備運営事業」を特定事業として選定したため，同法第 11 条の規定に基づ

き，特定事業選定にあたっての客観的な評価結果を公表する。 

 

令和２年６月３日 

 

坂出市長 綾 宏 
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特定事業（（仮称）坂出市学校給食センター整備運営事業）の選定について 

 

１ 事業概要 

市の学校給食は，11 の小中学校併設の調理場と 1 ヵ所の共同調理場で，市内 6 幼稚園，10 小

学校と 5中学校の給食の調理や配送，食器などの洗浄業務を直営および民間委託で実施している。 

学校併設の調理場は，古いものは昭和 35年に建設されており,共同調理場も平成 2年建設であ

り平成 24年に建設された坂出小学校を除くと，施設整備から 30年以上が経過し，老朽化が著し

いことに加え，「学校給食衛生管理基準」を満たしておらず，安心・安全な学校給食を提供する

観点から早急な建て替えが必要である。 

そのため，市は，これらの給食調理場の統合を含む新たな学校給食センターを整備し，学校給

食衛生管理基準等を満たす安心・安全な学校給食の提供を確保し，効率的な学校給食事業の実現

を目指すものである。本事業は PFI 法に基づき，PFI 事業者（以下「事業者」という。）が施設

を整備し，維持管理・運営期間内において施設の維持管理・運営を行うものである。 

なお，事業は以下の点を十分に踏まえ，実施するものとする。 

・ 食品衛生上の技術的水準を高めるための，ドライシステム及び汚染・非汚染区域の明確な

ゾーニングを導入すること。 

・ 調理給食数を最大 4,000 食/日とすること。 

・ HACCPの概念を取り入れた衛生管理への対応を図ること。 

・ 発育段階に応じた対応や，アレルギー等をもつ園児・児童生徒への個別対応など，多様な

ニーズに対応できるシステムを構築すること。 

・ 施設の防音・防臭を考慮し，近隣との共生を図ること。 

・ 省エネルギー化に努めること。 

・ 生ごみの減量化及び再資源化への対応を図ること。 

・ 民間事業者のノウハウを活かした効率的な設計・建設・維持管理・運営を行うこと。 

・ 食育及び地産地消の取り組みに協力すること。 

 

(1) 施設概要 

ア 建設予定地：香川県坂出市林田町 4285-234, 4285-235，4285-236, 4285-306 

イ 敷地面積 ：約 5,000㎡ 

ウ 供給能力 ：4,000食／日 

（1献立を基本に，中学校の献立を 1品変更または追加する。 

うち，アレルギー等対応食数は，50食／日程度。） 

 

(2) 事業方式 

事業方式は，事業者が施設を整備したのち，市に施設の所有権を移転し，事業期間中におけ

る維持管理・運営業務を実施する BTO（Build Transfer Operate）方式とする。 
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(3) 事業期間 

・ 施設整備期間     令和 2年 12月末～令和 4年 6月 （約 1年 6ヵ月間） 

・ 開業準備期間     令和 2年 7月～令和 4年 8月 24日（約 2ヵ月間） 

・ 維持管理・運営期間  令和 4年 8月 25 日～令和 19年 7月末（約 15年間） 

 

(4) 事業者の収入 

本事業における事業者の収入は，市が事業者からサービスを購入する形態とする。 

 

２ 市が直接事業を実施する場合と PFIで実施する場合の評価 

 

(1) 評価方法 

ア 本事業を PFI 法に基づく事業（以下「PFI 事業」という。）として実施することにより，

公共サービスの水準の向上を期待できること，及び事業期間を通じた市の財政負担の縮減を

期待できることを選定の基準とした。具体的には，次により評価を行った。 

(ｱ) PFI事業として実施することの定性的評価 

(ｲ) 市の財政負担見込額による定量的評価 

(ｳ) 事業者に移転するリスクの評価 

(ｴ) 上記による総合的評価 

イ 市の財政負担見込額の算定に当たっては，事業者からの税収その他の収入等の適切な調整

を行い，将来の費用と見込まれる財政負担の総額を算出のうえ，これを現在価値に換算する

ことにより評価を行った。 

 

(2) 評価結果 

ア PFI事業として実施することの定性的評価 

公共サービスの水準については，事業者が有する給食事業のノウハウや技術力を活かし，

給食サービスの水準向上，良好な衛生管理，環境配慮等を，安定的かつ継続的に図ることが

期待できる。 

 

イ 市の財政負担見込額による定量的評価 

(ｱ) 市の財政負担額算定の前提条件 

本事業を市が直接実施する場合及び PFI事業として実施する場合の財政負担額の算定に

当たり，設定した主な前提条件は次の表のとおりである。 

なお，これらの前提条件は，市が独自に設定したものであり，実際の事業者の提案内容

を制約するものではない。 
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表 市の財政負担額算定の前提条件 

項目 市が直接実施する場合 PFI事業として実施する場合 

財政負担額の 

主な内訳 

①施設整備費 

②開業準備費 

③維持管理費 

④運営費 

 

①施設整備費 

②開業準備費 

③維持管理費 

④運営費 

⑤SPC 管理運営費 

⑥アドバイザー費 

⑦モニタリング費 

⑧公租公課 

共通の条件 ①事業期間 16年 8か月 

（工事期間１年６か月，開業準備期間２か月，維持管理・運営期間 15年） 

②敷地面積 約 5,000㎡ 

③供給能力 4,000食／日 

④割引率  0.661％ 

資金調達に 

関する事項 

①国庫補助金 

②起債 

 学校教育施設等整備事業債 

起債充当率 90％・75％ 

償還年数 15年 

 

③一般財源 

 

①国庫補助金 

②起債 

 学校教育施設等整備事業債 

起債充当率 90％・75％ 

償還年数 15年 

③市中銀行借入 

 償還年数 15年 

 固定金利 

④資本金 

⑤一般財源 

積算方法 概略の施設計画を策定し，同規模･

同用途の事業における実績値等を

勘案して算定 

市が直接実施する場合に比べ，一

定割合の縮減が実現するものとし

て設定 
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(ｲ) 市の財政負担の比較 

前掲の前提条件に基づく財政負担を比較すると，以下のとおりとなる。ここでは，市が

直接実施する場合の財政負担額を 100とし，指標により比較を行う。 

 

表 市の財政負担の比較 

 財政負担の比較 

市が直接実施する場合 100 

PFI事業として実施する場合 93 

 

ウ 事業者に移転するリスクの評価 

PFI 事業として実施する場合は，市が直接実施する場合に市が負担するリスクの一部を事

業者に移転して実施する。このため，移転するリスクを定量化した上で財政負担の見込額に

加算することが望ましいが，現実的にはデータ的制約から十分な根拠に基づく定量化は困難

であった。 

ただし，PFI 事業として実施する場合に事業者が負担するリスクは，事業者が，市よりも

効果的かつ効率的に管理可能であるものを対象としており，事業者が有するリスクコント

ロール及びリスクヘッジのノウハウを活かすことで，事業全体におけるリスク管理の最適化

が図られ，問題発生時の適切かつ迅速な対応が可能となる。 

 

エ 総合的評価 

本事業は，PFI 事業として実施することにより，市が直接実施する場合に比べ，事業期間

全体を通じた市の財政負担額について，約 7％の縮減を期待することができるとともに，公

共サービスの水準の向上，効果的かつ効率的なリスク負担も期待することができる。 

したがって，本事業を PFI 事業として実施することが適当であると認められるため，PFI

法第 7条に基づく特定事業として選定する。 

 

担当部署：坂出市教育委員会教育総務課  

所在地 ：〒762-0003 香川県坂出市久米町１丁目１８−２０ 

電話  ：(0877)44-5026（内線 520） 

ＦＡＸ ：(0877)44-4566 

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ：kyouikusoumu@city.sakaide.lg.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ：https://www.city.sakaide.lg.jp/  

 


